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福祉３医療助成制度のご案内
問合せ　町民福祉課　福祉担当・子育て支援担当　☎０４９５-７７-２１１２　FAX０４９５-７７-2117

②ひとり親家庭等医療費助成制度

 　対象者　○母子家庭、父子家庭、親がいないため親に代わってその子どもを育てている養育者家庭の保護

　　　　　　　　 者と児童（こども医療費を受給している児童は対象外）

　　　　　　　○父（母）に一定の障害がある家庭の児童を監護する母(父)とその児童

　            ※児童とは、18歳になった年度の末日(3月31日)までの子どもです。また、一定の障害がある児

　　　　　　　　 童の場合は20歳になるまでが該当となります。

              ※児童扶養手当に準じた所得制限があります。

③重度心身障害者医療費助成制度

 　対象者　○身体障害者手帳１級～３級所持者   　○精神障害者保健福祉手帳１級所持者

  　　　　　　○療育手帳Ⓐ・Ａ・Ｂ所持者              　 ○後期高齢者医療保険の障害認定を受けた方

　　　　　　　※65歳以上で上記に該当する手帳を新たに取得された方は対象外です。

　　　　　　　※所得により支給停止となる場合（所得制限）があります。

①こども医療費助成制度

 　対象者　○町内在住で18歳到達後の最初の３月３１日までの方。

　　　　　　　※対象とならない場合もあります。詳しくは町民福祉課までお問合せください。

　対象となる方が保険医療機関等を受診した際の医療費の自己負担額を助成します。 以下に該当する方で

登録されていない方はお問合せください。 なお、 ①～③の制度に重複して登録することはできません。

　すでに登録されている方で未申請の医療費がある方は、 お早めに申請をお願いします。

問合せ　町民福祉課　戸籍担当　☎０４９５-７７-2112　FAX０４９５-７７-2117

住民票の写しや戸籍関連証明書などを代理人 ・ 第三者の請
求により交付した場合の本人通知制度について

　住民票の写しや戸籍関連証明書などを代理人や第三者（特定事務受任者の一部の業務を除く）に交付した

とき、不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止するため、事前に登録した方（証明書に記載され

た方本人）に交付したことを通知する仕組みです。

対象者　神川町に住民登録をしている方、または神川町に本籍がある方

手続き　制度の利用を希望する方は、事前に運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちに

　 なり、お申込みください。申込書は、窓口で配布しているほか、町のホームページからダウンロードできます。

受付窓口　役場町民福祉課（戸籍担当）または神泉総合支所

通知の対象となる証明書等の種類

　①戸籍謄本・抄本（除籍・改製原戸籍を含む）

　②戸籍記載事項証明書（戸籍届書にかかる証明書を除く）

　③戸籍附票の写し（除かれたものを含む）

　④本籍入りの住民票の写し（除かれたものを含む）

　⑤本籍入りの住民票記載事項証明書（除かれたものを含む）

通知の対象となる請求

　①委任状等による代理人請求

　②第三者請求（公用請求は対象外）

問合せ　町民福祉課　子育て支援担当　☎０４９５- ７７- ２１１２　FAX ０４９５- ７７-2117

児童手当 ・ 児童扶養手当 ・ 特別児童扶養手当のご案内

◎児童手当

　家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。

 　対象　15歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童(中学校卒業まで)を育てている方

　 支給月　６月・10月・２月　

 　※公務員の方は所属庁から児童手当が支給されます。そのため公務員になったとき、また公務員でなくなっ

　　　たときは手続きが必要となります。

◎児童扶養手当

　父母の離婚や死亡等により父または母と生計を同じくしていない児童を育てている家庭 ( ひとり親家庭な

ど ) や、 父または母に政令で定める程度以上の障害のある家庭を支援するための制度です。

　 対象　下記に該当する、18歳に到達した日以降最初の３月31日までの児童を育てている方

　　　　　 ※児童に政令で定める程度以上の障害がある場合は20歳まで対象となります。

           ①父母の離婚や死亡等により、父または母と生計を同じくしていない児童

　　　　　 ②父または母に政令で定める程度以上の障害がある児童

 　支給月　3月・5月・7月・9月・11月・1月

　 支給額　下表のとおり（令和５年４月～）　※所得額に応じて支給額が決まります。

◎特別児童扶養手当

　精神または身体に一定の障害 ( 政令で定める程度以上 ) のある児童を育てている家庭を支援するため

の制度です。

 　対象　精神または身体に政令で定める程度以上の障害がある20歳未満の児童を育てている方

　 支給月　４月・８月・11月

 　支給額　下表のとおり（令和５年４月～）

児童の年齢 月額

３歳未満（一律） １５，０００円

３歳以上小学校修了前（第１・２子） １０，０００円

３歳以上小学校修了前（第３子以降） １５，０００円

中学生（一律） １０，０００円

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の場合（一律）
５，０００円

所得上限限度額以上の場合（一律） ０円（資格消滅）

扶養親族等

の数

所得制限限度額（万円） 所得上限限度額（万円）

所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

０人 ６２２ ８３３．３ ８５８ １０７１

１人 ６６０ ８７５．６ ８９６ １１２４

２人 ６９８ ９１７．８ ９３４ １１６２

３人 ７３６ ９６０ ９７２ １２００

４人 ７７４ １００２ １０１０ １２３８

５人 ８１２ １０４０ １０４８ １２７６

児童数 全額支給 （月額） 一部支給 （月額）

１人の場合 ４４，１４０円 ４４，１３０円～１０，４１０円

２人目加算額 １０，４２０円 １０，４１０円～　５，２１０円

３人目以降加算額 ６，２５０円（１人につき） 　６，２４０円～　３，１３０円

障害の状態 月額 （児童１人につき）

１級（重度障害児） ５３，７００円

２級（中度障害児） ３５，７６０円

※申請者や配偶者、同居等生計

　 を同じくしている直系血族や 

 　申請者の兄弟姉妹が所得限度

　 額を超えている場合には支給

 　されません。

※申請者や配偶者、同居等生計を同じくしている直系血族や申請者の　

　 兄弟姉妹が所得限度額を超えている場合、対象の児童が障害による

 　公的年金を受け取ることができる場合、児童福祉施設等に入所して

　 いる場合には支給されません。

●支給額 ●所得制限限度額

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、 改めて認定請求書の

 　提出等が必要となりますので、 ご注意ください。

本人通知制度


